














(1) 審査

出願公表後は、品種登録の要件が満たされているか否かについて、下図のような調査が行われ、品

種登録の適否について審査されます。

審査の流れ

・特性 （DUS）審査

栽培試験

現地調査

資料調査

．名称の適切性

・未譲渡性
譲渡性の要件等を満疋

しているかを判断

(2) 特性審査〈種苗法第 15条第21頁）

拒絶

特性審査とは、当該品種の特性が登録要件（区別性、均一性、安定性〉を満たしているか否かについて、

審査することをいいます。

出願品種の特性審査は、地域性の程度、特別な施設、技術の要否、特性審査に要する期間の程度等

を総合的に勘案し、栽培試験、現地調査又は資料調査（同盟国等との審査協力を含む。）により行います。

－栽培試験

栽培試験は、国立研究開発法人農業－食品産業技術総合研究機構種苗管理センター（（NCSS)

以下、「種苗管理センターJといいます。） において、出願者から提出された出願品種等について、
対照品種等と比較しながら品種の特性等を調査するものです。

－現地調査

現地調査は、審査官及び農林水産大臣が委嘱した現地調査員が、出願者のほ場等において、審

査官の指示に従って出願者等が栽培した出願品種や対照品種について、品種の特性等を調査する

ものです。

－資料調査

審査協力に基づき同盟国で実施された審査結果報告書や、出願者が実施した詳細な調査報告書

等の資料調査により特性審査が可能な場合には、栽培試験及び現地調査は行いません。

※ 対照品種には、 出願品種と類似する品種を選定するため、登録品種を選定した場合は育成者権者等ヘ種苗提供等

のご協力をお願いすることがあります。
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(3) 品種名称の審査（種苗法第4条第1I頁）

名称審査とは、出願品種の名称が登録できない品種名称に該当するか否かについて審査することを

いいます。

名称審査は「出願後すぐJと「登録直前」の2回行われます。審査の結果、名称が適切であると判
断されると出願公表されますが、以下に該当する場合は品種登録ができないため、名称の変更が命じ

られます。指定された期日内に名称が変更されない場合、出願は拒絶されます。

なお、出願品種の名称は第三者にとって、仮保護の対象であるか否かを区別する重要な要素である

ので、名称変更命令によらず、出願者が任意に名称の蛮更をすることはできません。

③種苗又はこれと類似の商品に関する役務についての登録商標と同 又は類似の昂種名称であるとき

④出願品種に関レ誤認を生じ、又lま識別について混同を生じる恐れのある日種名称であるとき

（ 名称審査 ） 
×ι 合

｜名称変更命令同 巨富
ι 
（名称変更？百円 巨三日

(4) 未譲渡性の審査（種苗法第4条第2I頁及びそのただし書）

未譲渡性は、出願品種の種苗及びその収穫物について、

① 圏内において出願の日から 1年さかのぼった目前に、外国においてその出願の日から4年（木

本の植物は6年〉さかのぼった目前に、それぞれ業として譲渡されていたか否か
② 試験若しくは研究のため又は育成者の意に反して譲渡されたものであるか否か

について審査されます。

(5) 出願の拒絶

次の場合は拒絶理由が出願者に通知され、意見書の提出の機会が与えられます。そして、意見書によっ

てもなお拒絶理由が解消されていないと判断された場合は、出願が拒絶されることになります。意見

書によって拒絶理由が解消できると判断された場合は、審査が再開されます。

① 登録の要件を満たしていない品種

② 正当な理由がなく資料提出 （栽培試験のための種苗の提出等を含む）命令や名称蛮更命令に従

わない場合

③ 正当な理由がなく現地調査を拒んだ場合
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審査の結果、拒絶理由に該当しないと判断された出願については品種登録されます。品種登録され

ると、品種の名称、植物体の特性、登録者の氏名及び住所、存続期間等が品種登録簿に記載されるほか、

官報で公示されます。品種登録の情報は、農林水産省の品種登録ホームページでも提供されます。

(1) 育成者権

品種登録によって育成者権が発生します。育成者権者は業として登録品種及び登録品種と明確に区

別されない品種（以下これらの品種を「登録品種等Jと総称します。〉の種苗、収穫物及び一定の加工
品を利用（p 12参照〉する権利を専有します。

したがって、育成者権者以外の人は育成者権者の許諾を得なければ登録品種等を業として利用する

ことはできません。

登録品種である原品種の主な特性を保持しつつ、特性の一部を変化させて育成された従属品種（p12

参照〉、繁殖のため常に登録品種である原品種植物体を安雑させる必要がある交雑品種についても原品

種の育成者権者はこれらの品種が品種登録を受けた場合と同 の権利を有します。

(2) 権利の存続期間

育成者権の存続期間は登録日から25年又は30年です。
ただし、存続期間内であっても、

① 定められた期間内に各年分の登録料が納付されない

場合

① 品種登録の要件を満たしていなかったことが判明し

た場合

① 品種登録後に植物体の特性が保持されていない場合

には、品種登録が取り消されます。
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(3) 登録品種の利用

① 育成者権者は、登録品種等を独占的に利用（種苗の生産 －販売等〉することができます。

種苗会社
A宇土
（育成者権者）

独占的に種苗を生産・販売

〈・－－－－－－－－－－－－－周回ーー－ーーーーーー・・
販 売 利益

新品種の
利用者
（農家、消費者）

② 育成者権は、財産権として譲渡ができます。また、質権を設定することもできます。

育成者権譲渡
種苗を増殖して

農家（育種家）
販売

新品種の
B氏 延ー一一一

種苗会社
‘←一一一 利用者

（育成者権者） 対価の支払
C社

（農家、消費者）販売利益

③ 育成者権者は、登録品種等の種苗等の利用を他人に許諾（利用権の設定）して利用料を得ること

もできます0

・通常利用権の許諾

一般に許諾といわれるもので、許諾を受けた者は契約で定められた範囲で登録品種等を利用する

ことができます。

通常利用権の許諾 販売

そ－一一一 E農協
種苗メーカー ぐー一一一

D社
~－一一一 F農協

（育成者権者）
ぐーーーーーー

農 家等

‘－－－－－－－ G宇土 モ一一一ー
利用料の支払 販売利益

－専用利用権の設定

設定を受けた者は、契約の範囲内で独占排他的に登録品種等を利用することができます。育成者

権者も専用利用権が設定されている範囲では登録品種を利用できません。

ただし、品種登録簿に登録をしなければその効力は生じません。

農家（育種家）
H氏
（育成者権者）

専用利用権の
設定
一一一一→ ｜種苗メーカー
‘E－－－－一ー ｜ I社

利用料の支払

＜従属品種等の利用に当たっての許諾関係＞

従属品種等、原品種とも品種登録されている場合

独占販売

一一一＋
‘－－－－－－－ 
販売利益

第三者が従属品種等を利用する場合には、両方の許諾が必要。

原品種の
育成者

（許諾）

一一一＋ 従属品種の
利用者
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育成者権の効力は、次に掲げる行為等には及びません。

(1) 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用

① 新品種の育成に使用するため、登録品種の種苗を増殖すること

② 登録品種の特性を調査し、登録された特徴どおりのものであるかどうか確認するため、登録品

種の種苗を増殖し、栽培すること

等は権利の例外となります。

(2) 農業者の自家増殖で法令で定める場合

農業者の自家増殖とは、農業者（農業者個人と農業生産法人）が正規に購入した登録品種の種苗を

用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として用いることです。

農業者の自家増殖については、原則として育成者権の効力が及びませんが、それを制限する契約を

結んだ場合又は種苗法施行規則別表第三に定められた栄養繁殖性檀物については育成者権の効力が及

び、自家増殖には許諾が必要です。別表第三に定められた栄養繁殖性植物の種類については、対象植

物を随時拡大することとしております。最新の情報につきましでは、品種登録ホ ムページの「関係

法令等」でご確認ください。

自家増殖が禁止されている檀物の例

オクフ、キャベツ、ブロッコリー、

野菜
キュウリ、スイ力、メロン、ダイコ
ン、力ブ、トマト、ナス等

カリン、クルミ、スグリ、ナツメ、／＼
果樹 パイヤ、バナナ 等

アイリス、 7フルストロメリア、アロ
工、 7フロカーシア、エスキナンツス、
工ピデンドラム、エリシムム、オ一二
ソガラム、オリヅルラン、オンシジウ
ム、ガーベラ、力スミソウ、力卜レ
ア、カランコ工、力リブラコア、ク
ラッスラ、クレマチス、ジゴ力クタ

筆m類 ス、シンピジウム、スパシフィラム、
セネキオ（シネラリ？を除く〉、セン
トポーリア、チューリップ、デンドロ
ビウム、トケイソウ、力ーネーシヨ
ン、ペチュ二)7、ヘメ口力リス、ペラ
ルゴニウム、ヘレボルス、リンドウ、
ローダンセマム等

ア力シア、アジサイ、アァーウム、ア
フ工ランドラ、ガマズミ、カラタチ、
力ンノンチク、キョウチク卜ウ、クチ
ナシ、デロスペルマ、ドウダンツツ

観賞倒 ジ、ドウラン夕、パキラ、パラ、ヒサ
力キ、ポインセチア、 ミヤマシキミ、
メディ二ラ、 モクレン、ラウアンドゥ
ラ、ルクリア 等

きくらげ、しいたけ、っくりたけ、は

きのこ
なびらたけ、ひらたけ、ほんしめじ、
ゃなぎまつだけ等

｜ 農業者の自家増殖 ｜ 
l権利者（種苗会社、県、農協、 小売店）｜（種苗法第21

-Jl llB'iO)~~入
（正規の方法で種苗を入手）ーーーーーーー、直二日 、

:,, 0 %ι：物出荷p) 
＇~耕〈一ーーーー
（種苗への転用目的の譲渡） （最終消費目的での譲渡）

※ラン、イチユ等のメリク口ン培養のように別途作業過程を経

て増殖する場合、キノ コの種苗を殺菌、空調等の設備を備え

た培養センターのような特別な施設において増殖する場合は

自家増殖は制限されます。
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権利の消尽

収穫物又は加工品（正規品〉については、その譲

その再譲渡に対して改めて育成者権者の許諾を必

育成者権者によって譲渡された登録品種の種苗、

渡された種苗等自体には育成者権の効力は及ばず、

要としません。

ただし、

① その譲渡された種苗等を用いて登録品種の種苗を生産する行為

② その譲渡された品種の育成に関する保護を認めていない国に対し、その譲渡された種苗又は最

終消費目的以外の目的での収穫物の輸出を行う行為

については、育成者権の効力が及び、育成者権者等の許諾を得ることが必要です。

(3) 

外国

品種保護制度

はあるが、輸出

する植物の種類
が保護対象とし

ていない国

UPOV条約
（植物の新品種の
保護に関する国際
条約）

91年条約加盟国

．． 

噌内国本日

育
成
者
権
者
等
の
許
諾
必
要

育
成
者
権
者
等
の
許
諾
不
要
（権
利
の
消
尽

－・

． 
正
規
に
購
入
し
た
種
苗
の
輸
出

，－ 

・・州 育成者権者等 ）
育成者権者の許
諾無く種苗の増
殖・譲渡等をす

ると違法です。

育
成
者
権
者
等
の
許
諾
不
要
（
権
利
の
消
尽
）

※外国で育成者権を得るには当該
外国において育成者権を取得（品
種登録）する必要があります。

消 費 者

11 



用語解説

1 . 品種の利用とは、
( 1 ）種百に係る行為

①生産：種苗を生産すること。

②調整 ：きょう雑物の除去、精選、種子の洗浄、乾燥、薬剤処理、コーテイング等

③譲渡の申し出 ：カタログを需要者に配布し、注文を受け付けられるようにするこ

とや店頭に日種名及び価格等を掲示すること

④譲渡 ：種苗の販売、植物園での入場者への配布等

⑤輸出：種苗を外国に向け送り出すこと

⑥輸入：外国にある種百を圏内に搬入すること

⑦保管： ①～⑥のための保管

(2）収穫物に係る行為

種苗段階で権利行使する適当な機会がなかった揚合には、収穫物に関する（1）同様

の行為と「貸渡しの申出」、「貸渡」にち権利が及びます。ただし、「調整」は、収

穫物では考えられないため除かれます。

(3）加工品に係る行為（※〉

種苗及び収穫物段階で権利行使する適当な機会がなかった揚合には、収穫物から

生産されだ加工昂のうち政令で指定するちのに関する（2）と同様の行為に権利が及

びます。

（※） 収穫物と加工昂の区別

植物体を単に切断、冷凍、乾燥又は塩蔵したもの（切断しただけの野菜・果物、

冷凍しただけの野菜、塩蔵しただけの野菜又は畳表など〉は収穫物に当たります。他

方、植物体を加熱（煎る、 煮る、焼く）、昧付け（調理、 爆製）、粉挽き、搾汁したちの

は、加工呂に当たるだめ、政令で指定しだ上記加工日に限り権利が及びます。

政令で指定されている加工品 （平成I7年～〉

① 小豆の加工昂．豆を水煮しだちの（砂糖を加えたものを含む。）及びあん

② いぐさの加工昂 ：ござ

③ 稲の加工品 ：米飯

④ 茶の加工品：葉又は茎を製茶したちの

2. 従属日種とは、
種苗法施行規則第15条に定めている育種方法（①変

異体の選抜、②戻し交雑、③遺伝子組換え、④細胞融合（非

対称融合に限る））により、登録日種のごくわずかな特性

のみを変化させて育成された日種です。
親品種A

新品種B例：ある登録日種のとげの形状のみを変えた昂種や耐病

性のみを高めた晶種などです。 （とげの形状以外の特性は全て級品種と同じ）
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(1) 民事上の措置及び刑事罰

民事上の救済 差止請求、損害賠償の請求、信用回復の描置の請求

刑事上の制裁 10年以下の懲役又は／併科 1000万円以下の罰金

（故意による侵害の揚合） （法人は3億円以下の罰金）

(2) 品種保護Gメン

育成者権の保護－活用が円滑に行われるため、種苗管理センターの「品種保護Gメン」が公正 中

立な立場で権利侵害の証明等に対する支援を行っています。

平成28年度には20名のGメンが北海道から沖縄までの7か所に配置されています。活動内容は

以下の通りです。

1 育成者権の保護・活用に関する相談への助言

2. 育成者権を侵害しているか否かの判断を支援するため

の品種類似性試験の実施

3.育成者権の保護・活用に関する情報の提供

4. 育成者権侵害状況記録の作成

5.証拠品保管のための種苗等の寄託

(3) 権利侵害への対応事例

オウトウ「紅秀峰（ベにしゅうぼう）J

平成 17年5月に発売されたグルメ雑誌に、 山形県が育

成者権者であるオウトウ「拒秀峰」がオース卜ラリアから

日本への輸出準備が進められている記事が掲載されました。

山形県が品種保護Gメンの協力を得て調査したところ、「紅

秀峰」の穂木が無断で国外へ持ち出されていたことが判明

したため、平成 17年 11月、 山形県は穂木を輸出したオー

ストラリア人を刑事告訴し、税関に輸入差止め申請を行い

ました。

その後、オーストラリア人が反省の意を表明し、育成者

権の存続期間終了後も一定期間「紅秀峰」を輸出自粛する

等で山形県と合意したため、山形県も刑事告訴を取り下げて和解しました。
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権利侵害にあったときは・－－

z成者権者

侵害情報をキャッチ

まず

侵害状況を証拠に残す

次に

証拠品（侵害品）の入手

さらに

侵害事実の確認

そして

相手方と交渉

必要に応じて弁護士等に相談。uJ= D 
許諾 示談 訴訟税関水際
契約 取締り

品種保護Gメン

特性比較

比較栽培

DNA分析

品種保護活用相談窓口

①本所
干305-0852
茨城県つくば市藤本2-2
TEL:029-838-6589 
FAX:029-838-6595 
E-ma i I: hi nsyu_gmen@naro. affrc. go. JP 

② 北海道中央農場
干061-1102
北海道北広島市西の呈1089
TEL:011-375-3611 
FAX:011-375-3644 

③ 上北農場
干039-2717
青森県上北郡七戸町字柳平4386 
TEL:0176-68-4311 
FAX:0176-68-4121 

④ 八岳農場
干391-0011
長野県茅野市玉川11401-1
TEL:0266-74-2005 
FAX:0266-74-2385 

⑤ 西日本農場
干714-0054
岡山県笠岡市平成町91
TEL:0865-69-6644 
FAX:0865-66-0264 

⑥雲仙農場
干859-1211
長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊1494-35
TEL:0957-77-2100 
FAX:0957-77-2154 

⑦ 沖縄農場
干905-1202
沖縄県国頭郡東村字宮城404
TEL:0980-43-2011 
FAX:0980-51-2001 
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(1) 登録料

育成者権を維持するためには、定められた登録料を納付しなければなりません。登録料は納付書に

収入印紙を貼付して納付します。

年間登録料 登録料の納付期限

登録後の年度 年間登録料 登録後の年度 納付期限

1～3年 6, 00 0円／年 1年目 日種登録の日から30

4～6年 9, 00 0円／年 日以内

7～9年 I 8, 00 0円／年 2年目以降 各年の登録日応当日以

I 0～30年 36, 00 0円／年 目リ

期限までに登録料が納付されない場合は、育成者権が取り消されます。ただし、 2年目以降の登録
料は、納付期限後6か月以内に登録料の他に同額の割増料金を追納すれば、登録を継続することがで
きます。また、登録料は毎年支払い、又は数年分一括して納付することができます。

（参考）平成28年現在、以下の5法において、それぞれの政策に資する品種開発を促すために、出願

料及び登録料（第1年～第6年まで）を3/4とする軽減措置を実施しています。
0 花きの振興に関する法律（平成26年法律第 102号〉
0 福島復興再生特別措置法（平成24年法律第25号）
0 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関す
る法律（平成22年法律第67号〉
0 米穀の新用途への利用の促進に関する法律（平成21年法律第25号）
0 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律（平成20年法律第
45号〉

(2) 証明等の請求手続

証明、品種登録簿の謄抄本の交付、書類の閲覧等を請求する場合は、下表の各請求事項に係る手数

料が必要となります。

請求事項及びその手数料

請求事項 手数料の金額

品種登録出願及び登録晶種に関する証明 1件につき 1,50 0円

品種登録簿の謄本又は抄本の交付 1件につき 350円

品種登録簿の閲覧又は謄写 1件につき 220円

願書その他の日種登録に閲する書類の閲覧又は謄写 1件につき I, I 0 0円
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(1) 育成者権の登録事項及び登録免許税

育成者権の移転（相続その他の一般承継を除く。〉、 放棄による消滅、又は処分の制限（差押え、 仮

差押え等）については、品種登録簿に登録しなければ、その効力は生じません。また、専用利用権や

質権の設定、移転（相続その他の一般承継を除く。）等についても同様です。

また、登録を行う場合は、下衰の登録事項に係る登録免許税が必要となります。

なお、相続その他の一般継承があった場合は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届ける必要があ

リます（届出は移転の登録の申請という方法で行う必要があります）。

登録事項 課税標準 登録免許税

i .育成者権の移転の登録

①相続又は法人の合併による移転の登録 育成者権の件数 1件につき 3,000円

②その他の原因による移転の登録 育成者権の件数 i 1牛につき 9,000円

2.専用利用権又は通常利用権の設定又は 専用利用権又は通常利用 1件につき 9,000円

保寄の登録 権の件数

3.育成者権、専用利用権若しくは通常利 債権金額 干分の四

用権を目的とする質権の設定又は育成

者権、専用利用権、通常利用権若しくは

当該質権の処分の制限の登録

4.専用利用権若しくは通常利用権の移転

又はこれらの権利若しくは育成者権を

目的とする質権の移転の登録

①相続又は法人の合併による移転の登録 育成者権、専用利用権又は 1件につき i,500円

通常利用権（以下「育成者権

等」という）の件数

②その他の原因による移転の登録 育成者権等の件数 i 1牛につき 3,000円

5.信託の登録

①質権の信託の登録 債権金額 干分の二

②質権以外の権利の信託の登録 育成者権等の件数 1件につき 3,000円

6. 1寸記登録、仮登録、抹消した登録の回 育成者権等の件数 1件につき i,000円

復の登録又は登録の更正若しくは変更

の登録（これらの登録のうち1～5まで

の登録に該当するちのを除く。）

7.登録の抹消 育成者権等の件数 1件につき i,000円
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